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規

則
（
人
）

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
キ
ャ
リ
ア
活
用
」
を
「
同
表
の
試
験
（
選
考
）
欄
の
区
分
が
キ
ャ
リ
ア
活
用
及

び
経
験
者
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
イ
の
項
中

「

事
務

福
祉

技
術

キ
ャ
リ
ア

活
用

０
３

」
を

「

事
務

福
祉

技
術

キ
ャ
リ
ア

活
用

０
３

に

経
験
者

０
３

５

」

改
め
、
同
項
備
考
５
中
「キ

ャ
リ
ア
活
用

」
の
下
に
「及

び
経
験
者

」
を
加
え
、
同
項
中
備
考
５
を
備

考
７
と
し
、
備
考
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５
試
験
（
選
考
）
の
区
分
が
経
験
者
の
者
を
採
用
時
に
職
務
の
級
２
級
に
決
定
す
る
場
合
に
は
、

職
務
の
級
欄
の
う
ち
１
級
を
空
欄
、
２
級
を
「
０
」
、
３
級
を
「
３
」
と
読
み
替
え
る
。

６
試
験
（
選
考
）
の
区
分
が
経
験
者
の
者
を
採
用
時
に
職
務
の
級
３
級
に
決
定
す
る
場
合
に
は
、

職
務
の
級
欄
の
う
ち
１
級
及
び
２
級
を
空
欄
、
３
級
を
「
０
」
と
読
み
替
え
る
。

別
表
第
五
中

「

キ
ャ
リ
ア

活
用

５
年

６
年

７
年

８
年

９
年

１０年
１１年

１２年
１４年

」
を

「

キ
ャ
リ
ア

活
用

５
年

６
年

７
年

８
年

９
年

１０年
１１年

１２年
１４年

に

経
験
者

２
年

２
年

２
年

３
年

４
年

５
年

６
年

７
年

９
年

」

改
め
、
同
表
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
別
表
第
６
イ
行
政
職
給
料
表
㈠
初
任
給
基
準
表
の
備
考
３
に
定
め
る
初
任
給
の
適
用
を
受
け
る

者
の
学
歴
免
許
等
欄
に
掲
げ
る
年
数
は
、
学
歴
免
許
等
に
適
用
さ
れ
る
年
数
に
「
修
士
課
程
修
了

等
」
に
あ
つ
て
は
３
年
を
、
「
大
学
専
攻
科
卒
等
」
に
あ
つ
て
は
４
年
を
、
「
大
学
４
卒
」
、

「
短
大
３
卒
」
、
「
短
大
２
卒
」
、
「
高
校
専
攻
科
卒
」
、
「
高
校
３
卒
」
、
「
高
校
２
卒
」
及

び
「
中
学
卒
」
に
あ
つ
て
は
５
年
を
加
え
た
年
数
と
す
る
。

５
別
表
第
６
イ
行
政
職
給
料
表
㈠
初
任
給
基
準
表
の
備
考
４
に
定
め
る
初
任
給
の
適
用
を
受
け
る

者
の
学
歴
免
許
等
欄
に
掲
げ
る
年
数
は
、
学
歴
免
許
等
に
適
用
さ
れ
る
年
数
に
「
修
士
課
程
修
了

等
」
に
あ
つ
て
は
６
年
を
、
「
大
学
専
攻
科
卒
等
」
に
あ
つ
て
は
７
年
を
、
「
大
学
４
卒
」
、

「
短
大
３
卒
」
、
「
短
大
２
卒
」
、
「
高
校
専
攻
科
卒
」
、
「
高
校
３
卒
」
、
「
高
校
２
卒
」
及

び
「
中
学
卒
」
に
あ
つ
て
は
８
年
を
加
え
た
年
数
と
す
る
。
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別
表
第
六
イ
の
項
中

「
事

務
福

祉
技

術
キ
ャ
リ
ア
活
用

２
級

２５号
給

」
を

「

事
務

福
祉

技
術

キ
ャ
リ
ア
活
用

２
級

２５号
給

に

経
験
者

１
級

３７号
給

」

改
め
、
同
項
中
備
考
２
を
備
考
５
と
し
、
備
考
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
試
験
（
選
考
）
の
区
分
が
経
験
者
の
者
の
う
ち
、
職
務
の
級
１
級
の
適
用
を
受
け
、
経
験
年
数

起
算
表
に
お
け
る
「
大
学
専
攻
科
卒
等
」
の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
初
任
給

の
欄
中
「
１
級
３７号

給
」
と
あ
る
の
は
「
１
級
４０号

給
」
と
、
職
務
の
級
１
級
の
適
用
を
受
け
、

同
表
に
お
け
る
「
修
士
課
程
修
了
等
」
の
区
分
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
初
任
給
の

欄
中
「
１
級
３７号

給
」
と
あ
る
の
は
「
１
級
４３号

給
」
と
す
る
。

３
試
験
（
選
考
）
の
区
分
が
経
験
者
の
者
の
う
ち
、
職
務
の
級
２
級
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
初
任
給
欄
の
号
給
を
２
級
２５号

給
と
す
る
。

４
試
験
（
選
考
）
の
区
分
が
経
験
者
の
者
の
う
ち
、
職
務
の
級
３
級
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
初
任
給
欄
の
号
給
を
３
級
２９号

給
と
す
る
。

別
表
第
八
イ
の
部
二
の
項
中
「政

策
企
画
局
秘
書
事
務
担
当
部
長

」
の
次
に
「、

ス
タ
ー
ト
ア
ッ

プ
・
国
際
金
融
都
市
戦
略
室
国
際
金
融
都
市
総
括
担
当
部
長

」
を
加
え
、
同
表
ロ
の
部
二
の
項
中

「本
部
の
部
の
部
長
、
消
防
方
面
本
部
の
本
部
長
及
び
消
防
学
校
長
の
う
ち
消
防
正
監
で
あ
る
も
の

」

を「本
部
の
部
の
部
長
、
消
防
方
面
本
部
の
本
部
長
及
び
消
防
学
校
長
の
う
ち
消
防
正
監
で
あ
る
も
の

蒲
田
消
防
署
長
及
び
八
王
子
消
防
署
長
の
う
ち
消
防
正
監
で
あ
っ
て
、
別
に
定
め
る
も
の

」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

通

達



（増刊 27）東 京 都 公 報令和6年3月29日（金曜日）３



令和6年3月29日（金曜日）東 京 都 公 報（増刊 27） ４

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


